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中小企業向け国際財務報告基準（IFRSforSMEs）
に関する一考察
―クロスレファレンスをめぐる問題―

櫛 部 幸 子

関西学院大学大学院

2009年7月，IASBよりIFRSforSMEsが公表された。IFRSfor

SMEsは，fullIFRSから約85パーセントの削減がなされており，

概念フレームワークは，fullIFRSとほぼ同じである。

公開草案段階では，fullIFRSとのクロスレファレンスを認める会

計処理が若干あったが，完成段階ではこれを削除し，自己完結でき

る基準となっている。IASBは，当初クロスレファレンスを行う基

準としてIFRSforSMEsを策定しようとしていたが，公開草案コメ

ントレター等の厳しい反対意見を受け削除せざるをえなくなったの

である。

IASBは，2001年に「高品質で，理解可能，かつ強制力のある単

一で一組の国際的な会計基準を開発すること」を新定款事項として

いる。IASBは，この新定款事項と矛盾することなく，IFRSfor

SMEsとfullIFRSをシングルセットのスタンダードにするため，

概念フレームワークを同一のものとし，クロスレファレンスを行お

うとしていたものと考えられる。

2010年 3月に出されたフランス経済産業雇用省における

「Demarigny報告書」では，EuronextParisに上場しているSME

をも含む上場SMEに対し，IFRSforSMEsの適用可能性を見出し

ている。しかし，これはIASBの意図とは大きく異なり，さらにEU

にとっても深刻な問題を生じることとなると考えられる。

今回のクロスレファレンスのようにIASBの戦略的意向が否定さ

れ，フランスの提案のように IASBが意図せざる方向へ IFRSfor

SMEsが向かった場合において，自己矛盾を生じさせることなく，

このIFRSforSMEsをいかに世界各国に適用させるかがIASBの今

後の課題であると考えられる。
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Ⅰ 序論

2009年7月，IFRSforSMEs（Interna-

tionalFinancialReportingStandardfor

SmallandMedium sizedEntities，以下

IFRSforSMEsとする。）がIASB（Inter-

nationalAccountingStandardsBoard，以

下IASBとする。）より公表された。これは，

2003年における審議の開始からおよそ6年

の歳月を経て公表されたものである。この

IFRSforSMEsは，様々な策定段階を経て，

しっかりとしたデュープロセスを踏まえ，公

表されたものである。

IFRSforSMEsは，35章・約230ページ

からなるものであり，fullIFRSから約 85

パーセント削減されている。また，主な特徴

として，資産・負債，費用・収益における認

識・測定の簡素化が行われ，さらに，SME

に関連しない項目が除外されている。

公開草案の段階では，fullIFRSとのクロ

スレファレンス（我が国においては，相互参

照と訳されている場合が多い。以下クロスレ

ファレンスとする。）が認められていたが，

IFRSforSMEs完成段階ではこれを削除し，

IFRSforSMEs内だけで，自己完結できる

基準として公表されている。

このような公開草案からの変化は，討議資

料のコメントレターや，公開草案公表後のコ

メントレター及びフィールドテスト等の結果

を反映し，SMEの負担を軽減すべく行なわ

れたものであると考えられる。

我が国において，河﨑照行［2008］，平賀

正剛［2008］，小津稚加子［2009］，国際会

計研究学会［2011］等，数々の先行研究が

なされている。

そこで，本稿においても，まずIFRSfor

SMEsの策定経緯を述べ，IFRSforSMEs

の策定目的，対象会社，会計処理と特徴を明

らかにする。次に，その特徴の一つであるク

ロスレファレンスが最終的に削除されるに至っ

た経緯を明らかにする。さらに，各国の

IFRSforSMEsの適用状況及び適用可能性

を述べ，特徴的な適用方法を提案しているフ

ランスの「Demarigny報告書」をとりあげ

る。このフランスの提案における問題点を指

摘し，この問題点に関連したIASBの今後の

課題を述べる。

なお，本稿においては，中小企業向け

IFRSを IFRS forSMEsとよび，完全版

IFRSを fullIFRS，中小企業を SMEと称

することとする。

Ⅱ IFRSforSMEsの策定経
緯と具体的内容

IFRSforSMEsの策定経緯と具体的内容

は，IASBが 2007年 12月に最終改定を行

い「プロジェクトの全体概要」（FullProject

Summary1）として公表した文書中の「プ

ロジェクトの経緯」（ProjectHistory）と

「IFRSforSMEsファクト・シート」（IFRS

forSMEsFactSheet）において詳細に記さ

れている2。

1.IFRSforSMEs策定プロジェクト

の経緯

IASC（InternationalAccountingStand-

ardsCommittee，以下IASCとする。）基本

方針においてIFRSforSMEs策定プロジェ

クトが推し進められ，2003年7月IASBに

おいてIFRSforSMEs策定の審議が始めら

れた。その後，2004年6月に討議資料が公

表され，2004年9月24日を締切日として，
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討議資料に対するコメントの受付が行われた。

2005年4月に，IFRSforSMEsの特徴的な

点の一つである資産・負債，費用・収益にお

ける認識・測定の簡素化を行なうべく，中小

企業会計における認識・測定の改良可能性に

対する質問調査（認識と測定についてのスタッ

フアンケート）が行われ，2007年2月に英

語による公開草案が公表された。後に，2007

年4月にスペイン語，2007年5月にフラン

ス語，2007年 6月にドイツ語，2007年 9

月にポーランド語，ルーマニア語での公開草

案の公表が行われた。英語以外の言語で公開

草案が公表されたのは，IFRSforSMEsが

初めてのこととなる。

この公開草案に対するコメントの受付が

2007年11月30日を締切日として行われ，

さらに，2007年6月IASBのウェブサイト

において，英語・スペイン語・フランス語に

よる公開草案のフィールドテストが行われた。

最終的に2009年7月に，IFRSforSMEs

が公表された。

2.IFRSforSMEsの概念フレームワーク

fullIFRSの概念フレームワーク 3は，公

正価値測定を前提としているが，IFRSfor

SMEsでは，認識・測定の簡素化が行なわ

れ公正価値測定が困難な場合，取得原価によ

る測定も認められる会計処理がある。しかし，

IFRSforSMEsの概念フレームワークの

「財務諸表の質的特性」において，fullIFRS

のように基本的特性と副次的特性の区別・制

約条件の識別がない，fullIFRSのように継

続企業の公準が述べられていないなど，両者

の概念フレームワークにおいて多少の違いは

あるものの，ほぼ同じである。

3.認識及び測定において簡素化・

除外された項目

IFRSforSMEsFactSheetにおいて，

IFRSforSMEsには，fullIFRSにおける認

識・測定原則に対し，簡素化された主な項目

があるとし，各項目をあげている。IFRSfor

SMEsにおける簡素化・除外項目の例をま

とめると以下の表1になる。
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4.IFRSforSMEsの対象となる会社

IFRSforSMEsの対象となる会社は，以

下のように規定されている。

「公的説明責任を有さず，かつ外部利用者

に一般目的財務諸表を公表する企業」（Sec-

tion1.2）。ここでの外部の財務諸表利用と

は，事業経営に関与していない事業主，現在

及び潜在的な債権者，格付け機関等である。

さらに IFRSforSMEsでは，「公的責任

を有する」ということを以下のように規定し

ている。「企業の負債金融商品または持分金

融商品が公的な市場で取引される」または，

「公開市場での当該金融商品の発行の過程に

ある場合」（Section1.3）。公的に取り引き

されるとは，公的な市場で販売目的のために，

証券委員会やその他の規制組織に登録されて

いることであり4，これに当てはまる企業と

は上場している企業であると解される。

つまり，IFRSforSMEsは，対象となる

会社を量的な基準，資本金の額・従業員数な

どではなく，質的基準，公的責任を有するか

どうかということにより対象企業を規定して

いる。

公的説明責任を有する企業が IFRSfor

SMEsを利用し，たとえ，この IFRSfor

SMEsの利用を国が法的に承認・要求して

いたとしても，IFRSforSMEsに準拠した

財務諸表とはいえないとし（Section1.5），

IASBはあくまでも対象が非上場のSMEで

あると強調している。

5.IFRSforSMEsの策定目的

プレスリリースにおいて明確に述べられてい

るが，IFRSforSMEsの策定目的は，「SME

の財務諸表利用者のために比較可能性を高め

ること」，「SMEの財務諸表の全体的な信頼

性を高めること」，「国内ベースの基準の維持

に伴う相当のコストを削減すること」である5。
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SMEの計算書類は，公的な資本市場での

投資家のニーズがなく，短期の現金フロー，

支払い能力を表示することが求められている。

これに対し，fullIFRSは，公的な資本市場

における投資家のニーズを満たすよう作られ，

表示すべき内容は広範囲にわたる項目を含ん

でいるためSMEにとっては負担が大きいも

のとなる。そこで，この負担を軽減すべく

IFRSforSMEsが策定されたものである6。

さらに，ヨーロッパでは，2000万以上の

企業があり，そのうちSME（中程度の規模

の企業）が500万以上あるといわれている。

ヨーロッパ諸国には，自国のSME基準があ

り，アジア諸国においても同様である。IASB

は，そのような現状に対し，各国が自国の

SME基準を持っていることが問題であると

指摘している7。

SME経営のグローバル化，SMEの取引

先・利害関係者のグローバル化に伴い，世界

的にSMEの財務諸表の比較可能性を確保す

る必要性が生じたことも，IFRSforSMEs

が策定された要因の一つであると考えられる。

Ⅲ クロスレファレンス削除の
経緯

公開草案段階までは，IFRSforSMEsに

おいてクロスレファレンスが記載されていた。

このクロスレファレンスとは，SMEにIFRS

forSMEs等，SME向けの会計基準で解決

しない取引事象が生じた場合，fullIFRS等，

大企業向けの会計基準を参照して解決すると

いうものである。これが，公開草案段階まで

はIFRSforSMEsの特徴的な点の一つであっ

た。しかし，IFRSforSMEs完成段階にお

いて削除されている。なぜ，このクロスレファ

レンスが削除されていったのであろうか。ク

ロスレファレンスが削除される経緯を追い，

その理由を明らかにする。

1.クロスレファレンスの審議経緯と

その結果

クロスレファレンスを行なうべきかどうか，

各策定段階において審議が行なわれている。

（1）討議資料における審議とその後の仮決

定

2004年6月に，IASBは討議資料を出し

ている8。これは，44頁に及び，質問，代替

案，予備的見解が記されている。この討議資

料では，IFRSforSMEsの目的を何にする

べきか，IFRSforSMEsはどのような企業

を対象としているのかなど計 9点の論点に

ついて質問がなされている。ここでの論点4

において，「IFRSforSMEsが企業の直面す

る特定の会計上の認識・測定の問題を扱って

いない場合，どのように，企業は問題を解決

しなければならないのか。」とクロスレファレ

ンスを行なうべきかどうかが問われている9。

さらに討議資料ではこのクロスレファレン

スに関し，2つのアプローチを提案している。

・アプローチ①・・・IFRSforSMEsで記

載されている項目は，IFRSforSMEsで

解決し，記されていない項目はfullIFRS

で解決する。

・アプローチ②・・・fullIFRSを，判断を

行なう際のガイダンスとして利用する（あ

くまでもIFRSforSMEs内で解決する）。

アプローチ①は，アプローチ②よりも概念

フレームワークからなる会計方針をよりフォ

ローするものであると主張され，アプローチ

②は，アプローチ①よりもSMEの負担を軽

減するものであると主張される。

この討議資料に対し121通のコメントレ
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ターがよせられた10。コメンテーターの構成

は，機関別では，会計基準設定機関・国家機

関約52％，公認会計士協会約25％，監査法

人約8％，大学・学会関係約5％，企業・

銀行約1％，その他・不明約9％であり，

国別では，イギリス19件，ドイツ11件，

オーストラリア9件，ベルギー4件，ニュー

ジーランド4件，スウェーデン3件，イタ

リア3件，南アフリカ3件（日本2件，以

下省略）となっている。コメンテーターの割

合は，ヨーロッパ・オセアニア・アメリカ等

が全体の6割以上を占め，先進国の占める

割合が，非常に高い。一方，南アフリカ・ア

ジアにおける新興経済国・発展途上国と呼ば

れる国々は，全体の約1割と非常に少ない。

先進国を中心にこのコメントレターが寄せら

れたことがわかる。コメントレターの分析を

行ったところ，クロスレファレンスに同意し

ているのは73コメント，クロスレファレン

スに反対しているのは26コメント，回答を

しない，明言をしないのが21コメント，白

紙回答が 1コメントであることが明らかと

なった。この時点ではクロスレファレンスを

認めるコメントが多く見られる。

その後，この討議資料のコメントレターを

踏まえる形で，IFRSforSMEsプロジェク

ト推進のための仮決定が行われ，公開草案が

公表された。仮決定，公開草案ともに，クロ

スレファレンスを認める方針を打ち出した。

（2）公開草案コメントレターにおける審議

IASBは，公開草案を「最小限の項目にお

いてクロスレファレンスを行なう Stand

alonedocumentである」という微妙な英語

の表現を用いて公表している。しかし実際は

fullIFRSとのクロスレファレンスを行って

おり，独立した文書とはいえないものである。

IASBは，この公開草案に対しコメントレ

ターを募集し，162通のコメントレターを受

け取った11。

コメンテーターの構成は，機関別では，

会計基準設定機関・国家機関約49％，公認

会計士協会関係約18％，大学・学会関係約

12％，監査法人約5％，その他・不明16％

であり，国別では，イギリス18件，ドイツ

15件，フランス8件，イタリア8件，南ア

フリカ6件，オーストラリア6件，アメリ

カ 5件，カナダ 4件，オーストリア 4件

（以下省略，ただし日本は1件。）である。

コメンテーターの割合は，ヨーロッパ・オセ

アニア・アメリカ等が全体の 5割以上を占

め，一方，南アフリカ・アジアにおける新興

経済国・発展途上国と呼ばれる国々は，全体

の2割弱となっている。ここでも，先進国

を中心にコメントレターが寄せられている。

コメントレターの結果を分析したところ，

クロスレファレンスについてコメンテーター

の約45％は独立型の基準を要請し，すべて

のクロスレファレンスを削除するべきである

との意見が多数であることが明らかとなった。

これに対しコメンテーターの約24％はクロ

スレファレンスを続けることとし，賛成の

意見を出してはいるが，賛成意見の大半は

クロスレファレンス項目を最小限にすること

を求めているものであった。反対派からは，

最小限のクロスレファレンスを行っているの

にもかかわらず独立型文書という表現はおか

しい，IFRSforSMEsを適用するための教

育を行なう際に困難を伴う，クロスレファレ

ンスを行なうよりもしっかりとしたSMEの

定義を行い，簡素化した基準を確立させるこ

とが重要との手厳しい意見が多数寄せられて

いた。
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（3）公開草案フィールドテストにおける

審議

公開草案に対するフィールドテストが，

20カ国，116企業により行われた12。参加

した国々は，アルゼンチン・イタリア・南ア

フリカ・オーストラリア・ケニア・韓国・バ

ルバドス・マラウィ・タンザニア・デンマー

ク・マレーシア・チュニジア・フランス・オ

ランダ・イギリス・ドイツ・ナイジェリア・

米国・インド・ポーランドであり，フィール

ドテスト実施会社の約70％が50人以下のフ

ルタイム従業員を雇用しており（うち10人

以下のフルタイム従業員を雇用するフィール

ドテスト実施会社は，約35％），すべてのフィー

ルドテスト実施会社のフルタイム従業員平均

数，約56人であった。さらに，フィールド

テスト実施会社の約 60％が年間売上高約

500万米ドル以下であり（うち年間売上が

100万米ドル以下のフィールドテスト実施会

社が約35％），すべてのフィールドテスト実

施会社の平均年間売上高は170万米ドルで

あった。

公開草案フィールドテストのプレスリリー

スにおいて，デイビッド・トゥウィディー氏

（当時のIASB議長）は「フィールドテスト

は，新興経済国と発展途上国における小規模

の会社・組織における潜在的な取引に重点を

置いて，集中的に行なうこと」としている13。

討議資料・公開草案のコメントレターは，先

進国中心にコメントが寄せられたが，この公

開草案のフィールドテストは新興経済国・発

展途上国を中心に行なわれ，IASBは発展途

上国・新興経済国をも視野に入れた基準策定

を行おうとしていることがうかがえる。

フィールドテストの結果，クロスレファレ

ンスについてフィールドテスト実施会社の約

73％が，IFRSforSMEs内で完結すべきで

あるとし，すべてのクロスレファレンスを削

除する必要があるとしている。

（4）IFRSforSMEs完成段階における

クロスレファレンスの削除

IFRSforSMEs完成段階では，公開草案

におけるコメントレター，フィールドテスト

の結果をふまえ審議が行なわれた結果，クロ

スレファレンスが削除された形で公表されて

いる。

そもそも IFRSforSMEs策定の前提と

して，SMEが fullIFRS を適用する際の

SMEの負担を軽減し，SMEが IFRSfor

SMEsを適用しやすくすることがあげられ

ている。しかしIFRSforSMEsにおいて，

クロスレファレンスを認め，SMEがクロス

レファレンスを行なうことを強いられるとな

れば，いつまでもこの負担は軽減されない。

つまりそもそもの策定の前提から外れている

ものである。よって，削除されたのは当然で

あると考えられる。

なぜ最初からクロスレファレンスを削除し

た基準策定が行われなかったのか，疑問が生

じるところである。

Ⅳ 各国のSME向け会計基準
適用の現状

1.南アフリカ・アメリカ・日本の動向

IFRSforSMEsを世界で始めて採用した

のは南アフリカである。南アフリカは，IFRS

forSMEsが完成するとすぐに，IFRSfor

SMEsをそのまま（修正せずに）自国のSME

向け会計基準として採用し，基準書として公

表した14。かくして，南アフリカは世界最初

のIFRSforSMEs採用国となったのである。

fullIFRSの強制適用を強いられ，苦しん
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でいた南アフリカのSMEにとって，IFRS

forSMEsはすんなりと受け入れられたよう

である。

IFRSforSMEs策定目的の3つのうち，

「国内ベースの基準の維持に伴う相当のコス

トを削減すること」という目的が重視され，

現在，新興経済国・発展途上国に積極的に適

用されている。

アメリカにおいては，2006年，非公開企

業財務報告委員会PCFRC（PrivateCompa-

nyFinancialReportingCommittee）を設置

し，この委員会は2011年1月26日，FASB

（FinancialAccountingStandardsBoard）

の親組織であるFAF（FinancialAccounting

Foundation，以下 FAFとする。）に Blue

RibbonPanelという SME向け会計基準の

提案書を提出している15。

その後，2011年3月に発足したワーキン

ググループは，BlueRibbonPanelを支持し

ている。2011年10月4日には，FAFの評

議委員が「非公開企業会計基準改善会議を設

置する計画」を公表し，非公開企業会計基準

改善議会 （PrivateCompanyStandards

ImprovementCouncil）を設置するかどうか

コメント募集している16。コメント締め切り

は，2012年1月14日であった17。

アメリカは，IFRSforSMEsの公開を受

け緊急に非公開企業向けの会計基準を策定し

ようと動いている。それは，自国のSME向

けの会計基準が無ければ，IFRSforSMEs

を受け入れざるをえなくなるとの考えが根底

にあるものと推定される。

現状ではアメリカでの，IFRSforSMEs

の適用可能性は低いと考えられる。またアメ

リカには，上場している SMEに対し SEC

（SecuritiesandExchangeCommission）に

より策定された会計基準がすでに存在してい

る18。

日本においては，国内のSME向け会計基

準として，「中小企業の会計に関する指針，

（以下中小指針とする。）」が策定され，毎年

改訂を繰り返している。

さらに，2012年2月1日，中小企業庁・

金融庁より「中小企業の会計に関する基本要

領（以下，中小会計要領とする。）」が公表さ

れている19。この「中小会計要領」は，企業

会計原則と会社法会計を基本に，税法との調

和をはかり20，かつ中小企業会計実務を反映

し，経営者の経営意思決定に役立つという

管理目的を兼ね備えた基準である。この「中

小会計要領」は，fullIFRSの影響を排除し

たボトムアップアプローチ型の会計基準であ

る21。上場企業に対するfullIFRSのアドプ

ションが見送られ，SMEに対しても full

IFRSの影響を排除した基準が策定された我

が国において，IFRSforSMEsの適用は，

現在の状況を鑑みれば大変困難であると予想

される。

2.EUの動向

EU（EuropeanUnion，以下EUとする。）

は，2009年11月，IFRSforSMEsをEU

に導入すべきかどうかを検討している。欧州

財務報告アドバイザリーグループは，EU会

計指令との互換性や，EU各国の利益に反し

ないかを検討し，互換性が無いと判断してい

る22。

さらに，2009年 11月，アンケート調査

を実施し，2010年3月を期限としたコメン

ト受付を行なった23。

ドイツ・フランス・イタリア・オーストリ

ア・ベルギー・スロバキアは，コメント提出

者の過半数がIFRSforSMEsの導入に反対

した。反対の理由として，「IFRSforSMEs
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はSMEにとってあまりにも複雑すぎる」，

「国内でのみ活動する企業にはベネフィット

がない」との意見が述べられている24。

このように，EUでは反対の意見が多いが，

IFRSforSMEsの導入に対して積極的な姿

勢を見せているイギリスと消極的な態度をと

るフランスとの2カ国をとりあげ，以下に

おいて紹介する。

（1）イギリス

EUのなかでも，イギリスはIFRSforSMEs

適用に対し柔軟な姿勢をとっている。2009

年 8月にイギリスは非上場企業の一部に対

しIFRSforSMEsを適用する提案書を提出

した25。現在，イギリスでは，新たな基準が

考えられ，2012年1月30日に3つの独立し

た草案FRS100,草案FRS101,草案FRS102

が公表された26。草案FRS102は，IFRSfor

SMEsを基本とし，IFRSforSMEsにない

会計基準を追加，調整，変更等を行い，策定

されたものである。イギリスでは，草案

FRS102を適用する形でIFRSforSMEsを

導入しようと考えられている。

（2）フランス

フランスでは，NYSEEuronextが運営す

る3つの市場があり，規制市場であるEuro-

nextParis，非規制市場であるAlternextと

MarcheLibreがある。

フランスの会計基準庁は，基本的にIFRS

forSMEsの導入に反対の意見を表明してい

る28。反対の理由として，SMEにとって，

IFRSforSMEsは複雑であり，負担が増え

ることをあげている。さらにその負担に見合

うだけのベネフィットが無いことを主張して

いる29。

しかし，2010年3月に出されたフランス

経済産業雇用省における「Demarigny報告

書」のなかで，IFRSforSMEsの適用対象

となる SMEを SMILEsとし，SMILEsを

「時価総額1億・以下の企業」とすべきであ

ると提案している30。もし SMILEsを「時

価総額1億・以下の企業」とした場合，Euro-

nextParisの上場企業の58％がこれに該当

することになる31。つまり，「Demarigny報

告書」において，フランスの規制市場に上場

しているSMEにIFRSforSMEsを適用さ

せることが可能であることを示唆していると

考えられる。

フランスでは，EuronextParis上場企業

の連結財務諸表にfullIFRSを適用している

が，fullIFRSの適用は中小上場企業にとっ

ては相当な負担であり，また適正に守ること

が出来なかった場合の罰則も厳しい32。そこ
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表2 フランスの会計基準・開示制度

・PCG・・・PlanComptableGeneral（PCG：フランス個別会計基準）

・99 02・・・フランス会計規制委員会規則第99 02号（9902：フランス連結会

計基準）

（出所：有限責任監査法人トーマツ，平成22年度総合調査研究「会計基準改訂にか

かる情報開示制度等に関する調査研究」272011年3月31日，より引用，形式は筆

者作成）



で，中小上場企業に対しIFRSforSMEsを

適用させることを検討するとし，適用可能性

を検討していると考えられる。

もし，この報告書の提案が通れば，Euro-

nextParis上場SMEに対し，fullIFRS以

外のIFRSforSMEsが適用されることなり，

IASBのみならずEUの重大な問題となると

予想される。

IASBにとって，このフランスの提案は，

意図せざるものであると考えられる。

Ⅴ 結論

2000年12月の第85回IASC理事会にお

いて，翌年の新理事会であるIASBの検討事

項の一つに「SME向けの会計基準を策定す

ること」があげられている33。

その1年後，IASBは「高品質で，理解可

能，かつ強制力のある単一で一組の国際的な

会計基準を開発すること」，「各国の国内会計

基準と国際会計基準を高品質でコンバージェ

ンスさせること」を新定款事項としている34。

本稿では，IASBが公開草案時においてク

ロスレファレンスを記載していたが，大変手

厳しい反対意見が多数出されたため，クロス

レファレンスを削除せざるをえなくなってい

く経緯を追った。そこでは，クロスレファレ

ンスを行なう基準としてIFRSforSMEsを

策定しようというIASBの強い意向が見られ

るものであった。

IFRSforSMEsは，しっかりとしたデュー

プロセスを踏まえながら，IASBの意向を反

映し策定されたものである。各策定段階にお

けるIFRSforSMEsの変更点やIASBの意

見表明の内容を追跡すれば，将来的な full

IFRSへの移行を最終目標とし，新興経済国・

発展途上国はもちろんのこと，先進国の中規

模企業への適用を視野に入れた基準設定を行

なおうとしているIASBの戦略的意向を見る

ことができる。クロスレファレンスにおいて

も，SMEがクロスレファレンスを行えば，

将来的に上場した場合スムーズにfullIFRS

に移行することをIASBが想定していたこと

がうかがえる。

しかし，IASBがクロスレファレンスにこ

だわった理由は，それだけであろうか。

さらに重要な理由として，IFRSforSMEs

とfullIFRSが単一で一組の基準でなければ

ならないということが考えられる。もし，

IFRSforSMEsが独立した別個の基準とな

れば，IASBの定款事項である「高品質で，

理解可能，かつ強制力のある単一で一組の国

際的な会計基準を開発すること」とつじつま

が合わず，IASB自体が自己矛盾を生じるこ

ととなる。そこで，「最小限のクロスレファ

レンスを行なうstandalonedocument」と

いう微妙な英語表現を用いてまでもクロスレ

ファレンスを行なう基準として IFRSfor

SMEsを策定し，あくまでも fullIFRSと

IFRSforSMEsを単一で一組の会計基準と

して策定しようというIASBの意向があった

のではないかと考えられる。

矛盾を生じさせないため，IASBは，定款

事項を修正するべきか，それともfullIFRS

とIFRSforSMEsを単一で一組の会計基準

にするべきかという疑問が生じるところであ

る。

fullIFRSとIFRSforSMEsの概念フレー

ムワークはほぼ同じであるが，これは，IFRS

forSMEsがfullIFRSの要約版であること

を意味しており35，この点において，IFRS

forSMEsは単一で一組の国際的な会計基準

を開発するという定款に違反していない。概

念フレームワークは国際会計基準そのもので
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はないが，国際会計基準に規定がない場合，

一定の役割を果たすことが規定されており，

実質的には国際会計基準の一部として機能し，

重要な役割を担っている36。実質的に重要な

役割を担っている概念フレームワークを同一

のものとし，認識・測定原則を簡素化・除外

するという方法により策定が始まった以上，

定款の修正という措置をとるよりも，両者が

単一で一組の基準となるようIFRSforSMEs

を体系立てていく方法をとるほうが，IFRS

forSMEsを策定するコストや時間の面から

みても，妥当であると考える。

フランスがIFRSforSMEsをSMILEsに

対し適用させるという案を提案している。こ

の案がフランスの非規制市場 Alternextや

MarcheLibre上場SMEにIFRSforSMEs

を適用させるというのであれば，フランスの

IASBに対する歩み寄りとも取れるが，これは

規制市場EuronextParis上場SMEの58％

に適用させる可能性があるという案である。

もしIASBがこの案を認めるということにな

れば，EuronextParis上場企業がfullIFRS

よりも負担の少ないIFRSforSMEsを積極

的に使うようになることは充分予想される。

この場合，IASBによるIFRSforSMEs適

用対象企業の厳格化が重要課題となると考え

られる。さらに，この問題はIASBのみなら

ず EU自体にも深刻な問題となると考えら

れ，混乱を生じさせる可能性があると考えら

れる。

IASBはfullIFRSを世界に浸透させるた

め，様々な戦略をとっている。この戦略の一

つがIFRSforSMEsであると考えられる。

しかし今回のクロスレファレンスのように

戦略的意向が否定され，フランスの提案のよ

うに IASBが意図せざる方向へ IFRSfor

SMEsが向かった場合において，自己矛盾を

生じさせることなく，このIFRSforSMEs

をいかに世界各国に適用させるかがIASBの

今後の課題であると考えられる。

筆者は今後，さらにIASBの動きを追跡し，

fullIFRSと IFRSforSMEsが真にシング

ルセットのスタンダードであるのかどうかを

見きわめるべく，両者の各会計処理について

も比較検討し，差異があるかどうかを確認し

たいと考えている。
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